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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
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五
年
九
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
九
一
号

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
田
町
大
字
荒
木
字
石
原
一
〇
〇

〇
四
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
田
町
大
字
一
ノ
俣
字
丸
山
一
〇
二

五
五
の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

八
・
〇

最
広

二
五
・
六

二
〇
〇
・
〇

新

最
狭

一
三
・
六

最
広

五
八
・
七

二
〇
〇
・
〇
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道

四
九
一
号

下
関
市
豊
田
町
大
字
荒
木
字
石
原
一
〇
〇
〇
四
の
一
地
先
か
ら

同
市
豊
田
町
大
字
一
ノ
俣
字
丸
山
一
〇
二
五
五
の
一
地
先
ま
で

令
和
五
年
九
月
二
十

七
日

公

告

（
一
七
七
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
土
地
改
良
区

理

事

林

裕
子

下
関
市
貴
船
町
四
丁
目
六
番
一
二
号

一

山 口 県 報 （定期） 第 441 号令和５年９月26日 火曜日














目

次
















〃

〃

田
中

幸
子

〃

富
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（
一
七
八
）
県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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長

秋

本

泰

治
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求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
二
、
三
九
〇

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
三
九
、
九
三
四

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

七
〇
、
三
六
九

宇
部
市
選
挙
区

四
四
、
九
八
三

山
口
市
選
挙
区

五
二
、
五
三
四

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
三
、
六
四
八

防
府
市
選
挙
区

三
一
、
九
六
二

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
六
三
三

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
七
、
七
〇
二

光
市
選
挙
区

一
四
、
〇
一
〇

長
門
市
選
挙
区

九
、
一
〇
三

柳
井
市
選
挙
区

八
、
六
四
一

美
祢
市
選
挙
区

六
、
四
五
六

周
南
市
選
挙
区

三
八
、
八
二
三

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
六
、
八
九
五

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
二
六
六

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

八
、
一
三
四

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

二
三
九
、
九
三
四

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
市
町

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
個
人
演
説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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会
委
員
長

秋

本

泰

治

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日
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